
大口町告示第１４号 

 

 給与の口座振込制度取扱要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

 

  令和６年３月２８日 

 

大 口 町 長  鈴 木 雅 博   



給与の口座振込制度取扱要綱の一部を改正する要綱 

 

給与の口座振込制度取扱要綱（昭和６０年大口町告示第５号）の一部を次のよう

に改正する。 

題名中「給与の」を「大口町給与の」に改める。 

第２条第１項中「並びに大口町職員定数条例第１条の職員」を「、大口町職員定

数条例（平成８年大口町条例第１号）第１条の職員及び地方公務員法（昭和２５年

法律第２６１号）第２２条の４第３項に規定する定年前再任用短時間勤務職員」に

改め、同条第２項中「大口町嘱託員」の次に「及び地方公務員法第２２条の２第１

項第１号に掲げる会計年度任用職員その他のこれらに準ずる職員」を加え、「適用す

ることができる」を「適用する」に改める。 

第３条第１項中「大口町職員の給与に関する条例」の次に「（昭和３６年大口村条

例第４号）」を加え、「第２条第１項で」を「第２条第１項に」に改め、「退職手当を

除く。）」の次に「及び大口町パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に

関する条例（令和元年大口町条例第２８号）第２条第１項に規定されている給与」

を加える。 

第４条第１項中「振込指定金融機関は、被振込金融機関として指定された別表の

金融機関のうち１人２店舗までとする。」を「第２条第１項に規定する職員は、振込

口座を１人２口座まで指定することができる。」に改め、同条中第２項を削り、第３

項を第２項とし、第４項を第３項とする。 

第５条中「年１回９月とし」を削る。 

第７条中「給与支給控除明細表と給与明細（袋）」を「給与支給明細書」に改める。 

別記様式（第２条関係）中「㊞」を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この訓令は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）附則第４条第１



項若しくは第２項又は第６条第１項若しくは第２項の規定により採用された職員

は定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の大口町給与の口座振込制度

取扱要綱の規定を適用する。 

 



 

給与の口座振込制度取扱要綱の一部改正新旧対照表 

新 旧 

大口町給与の口座振込制度取扱要

綱 

給与の口座振込制度取扱要綱 

（制度適用の職員の範囲） （制度適用の職員の範囲） 

第２条 給与の支払いを口座振込の方法により

行うことのできる職員は、町長、副町長、教

育長、大口町職員定数条例（平成８年大口町

条例第１号）第１条の職員及び地方公務員法

（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の４

第３項に規定する定年前再任用短時間勤務職

員のうち、大口町より給与の支給を受けてい

るもので本人の意思により申出をし、給与の

口座振込承諾書（別記様式。以下「承諾書」

という。）を提出した職員とする。 

第２条 給与の支払いを口座振込の方法により

行うことのできる職員は、町長、副町長、教

育長並びに大口町職員定数条例第１条の職員

のうち、大口町より給与の支給を受けている

もので本人の意思により申出をし、給与の口

座振込承諾書（別記様式。以下「承諾書」と

いう。）を提出した職員とする。 

２ 大口町嘱託員及び地方公務員法第２２条の

２第１項第１号に掲げる会計年度任用職員そ

の他のこれらに準ずる職員についても前項の

規定を適用する。 

２ 大口町嘱託員についても前項の規定を適用

することができる。 

（口座振込の対象となる給与の種類） （口座振込の対象となる給与の種類） 

第３条 口座振込により支払をする給与とは、

大口町職員の給与に関する条例（昭和３６年

大口村条例第４号）第２条第１項に規定され

ている給与（宿日直手当及び退職手当を除

く。）及び大口町パートタイム会計年度任用

職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和

元年大口町条例第２８号）第２条第１項に規

定されている給与をいう。 

第３条 口座振込により支払をする給与とは、

大口町職員の給与に関する条例第２条第１項

で規定されている給与（宿日直手当及び退職

手当を除く。）をいう。 

２ 略 ２ 略 

（預金種目及び振込口座の指定） （預金種目及び振込口座の指定） 

第４条 第２条第１項に規定する職員は、振込

口座を１人２口座まで指定することができ

る。 

第４条 振込指定金融機関は、被振込金融機関

として指定された別表の金融機関のうち１人

２店舗までとする。 

 ２ 振込口座の指定は、１人２口座までとす

る。 

２ 指定する振込口座の名義は、給与を受領す

る職員の名義のものとする。 

３ 指定する振込口座の名義は、給与を受領す

る職員の名義のものとする。 



 

新 旧 

３ 指定する振込口座の種類は、普通預金口座

（総合口座を含む）又は当座預金口座とす

る。 

４ 指定する振込口座の種類は、普通預金口座

（総合口座を含む）又は当座預金口座とす

る。 

第５条 指定口座の変更は、それぞれの変更の

前月の２５日までに承諾書により変更の申出

をすることができる。ただし、住所変更、氏

名変更及び指定口座の解約等により変更が必

要となったときは、その都度本人の申出によ

り次月の給与の支払いから変更を行うものと

する。 

第５条 指定口座の変更は年１回９月とし、そ

れぞれの変更の前月の２５日までに承諾書に

より変更の申出をすることができる。ただ

し、住所変更、氏名変更及び指定口座の解約

等により変更が必要となったときは、その都

度本人の申出により次月の給与の支払いから

変更を行うものとする。 

 （振込通知）  （振込通知） 

第７条 給与が口座に振込まれた場合、給与支

給明細書でもって振込通知に替えるものとす

る。 

第７条 給与が口座に振込まれた場合、給与支

給控除明細表と給与明細（袋）でもって振込

通知に替えるものとする。 

別記様式 別記様式 

【別記】 【別記】 

 



（新） 
別記様式（第２条関係） 

給 与 の 口 座 振 込 承 諾 書 
  年  月  日 

 
大 口 町 長    様 
 

住  所 
職員番号 
氏  名              

 
 私が受領する給与は、    年  月  日以降の受領分から支給日の都度、

私名義の下記の預金口座へ振込支給されることを承諾します。 
記 

◎振 込 先 １（振込先２の残額＜振込先２の指定が無い場合には全額＞の振込先） 
□変更なし 
□金融機関        銀行・農協       店 

                金庫・信連 
       口座種別  □普通・□当座 
 
       口座番号 
 
   □郵便局  記号番号 
 
◎振 込 先 ２ □指定無し 
  ※振込先について 

□変更なし 
□金融機関        銀行・農協       店 

                金庫・信連 
       口座種別  □普通・□当座 
 
       口座番号 
 
   □郵便局  記号番号 
 

※振込額等について 
 □変更なし            □毎月のみ 

   □１万円未満の端数を振込     □期末勤勉手当のみ 
   □１０万円未満の端数を振込    □毎月及び期末勤勉手当 
   □定額を振込 

       

     －         

       

     －         

      円 



（旧） 
別記様式（第２条関係） 

給 与 の 口 座 振 込 承 諾 書 
  年  月  日 

 
大 口 町 長    様 
 

住  所 
職員番号 
氏  名            ㊞ 

 
 私が受領する給与は、    年  月  日以降の受領分から支給日の都度、

私名義の下記の預金口座へ振込支給されることを承諾します。 
記 

◎振 込 先 １（振込先２の残額＜振込先２の指定が無い場合には全額＞の振込先） 
□変更なし 
□金融機関        銀行・農協       店 

                金庫・信連 
       口座種別  □普通・□当座 
 
       口座番号 
 
   □郵便局  記号番号 
 
◎振 込 先 ２ □指定無し 
  ※振込先について 

□変更なし 
□金融機関        銀行・農協       店 

                金庫・信連 
       口座種別  □普通・□当座 
 
       口座番号 
 
   □郵便局  記号番号 
 

※振込額等について 
 □変更なし            □毎月のみ 

   □１万円未満の端数を振込     □期末勤勉手当のみ 
   □１０万円未満の端数を振込    □毎月及び期末勤勉手当 
   □定額を振込 

       

     －         

       

     －         

      円 


